
共働きの場合の定額減税はどうなる？⼿取

りはいくら？

定額減税では、同⼀⽣計配偶者や扶養親族の分について、納税者本⼈の納める所得税から控

除される仕組みです。では、共働きの夫婦の場合、定額減税はどのように考えればよいので

しょうか。

共働きの定額減税がどのように⼿続きされるのか、注意しなければいけないポイントや具体

的に⼿取り額がどうなるのか、などについて解説します。

⽬次

 共働きの場合、定額減税はどうなる？両者の給料から引かれる？

 共働きの場合に定額減税が重複してしまうことはある？

 共働きの場合の定額減税による⼿取り額－‒具体例を⽤いて解説

 Aさんの⼿取額

 Aさんの配偶者の⼿取額

 共働きにおいて定額減税で注意するポイント

 配偶者が死亡した場合

 夫もしくは妻が他の所得者の扶養親族の場合

 ⼦供が他の所得者の扶養親族の場合

 共働きの場合も定額減税の対象者を正しく判断しましょう

https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/73690/#i
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/73690/#i-2
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/73690/#_8211
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/73690/#A
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/73690/#A-2
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/73690/#i-3
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/73690/#i-4
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/73690/#i-5
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/73690/#i-6
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/73690/#i-7


共働きの場合、定額減税はどうなる？両者の給料から引か

れる？

定額減税は、共働きの配偶者であっても要件を満たせば納税者本⼈が配偶者の分の定額減税

を受けることができます。その場合には、配偶者は⾃⾝で定額減税を受けることはできませ

ん。

夫婦共働きの場合は、令和6年6⽉1⽇までに提出する扶養控除等申告書により下記について

確認します。

● 配偶者が国内居住者でかつ同⼀⽣計配偶者であるかどうか

● 配偶者の合計所得⾦額が48万円以下であるかどうか

この要件に該当するかしないかで、納税者本⼈の定額減税の対象になるかどうかが変わって

きます。

引⽤：給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた｜国税庁

https://biz.moneyforward.com/words/457/
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共働きしている配偶者の年間の合計所得⾦額が48万円以下の範囲内であれば、「同⼀⽣計

配偶者」として納税者本⼈の定額減税の対象に含めることが可能です。よって、納税者本⼈

の給与の中で配偶者の定額減税も⾏われます。

共働きしている配偶者の年間の合計所得⾦額が48万円を超える場合には、納税者本⼈の定

額減税の対象からは外れます。配偶者⾃⾝の定額減税として控除を受けられるため、納税者

本⼈、配偶者それぞれの給与において定額減税が⾏われます。

共働きの場合に定額減税が重複してしまうことはある？

共働きしている夫婦の場合、定額減税が重複してしまう可能性があります。通常、納税者本

⼈は、令和6年6⽉1⽇までに会社に「扶養控除等申告書」を提出します。扶養控除等申告書

に配偶者を同⼀⽣計配偶者として記載していて、合計所得⾦額が48万円以下（給与等の収

⼊⾦額が103万円以下）であれば、定額減税は配偶者の分も合わせて納税者本⼈のほうで⾏

われます。

配偶者が同⼀⽣計配偶者であっても、合計所得⾦額が48万円を超える場合には、納税者本

⼈が定額減税を⾏うことはできません。したがって、配偶者⾃⾝の給与で定額減税を受ける

ことになります。合計所得⾦額が48万円以下か48万円超かによって、誰の給与から定額減税

を受けるかが変わってきます。

これらの理解が不⼗分な場合、重複して定額減税が⼿続きされる可能性があるため、間違い

のないように注意が必要です。

共働きの場合の定額減税による⼿取り額－‒具体例を⽤い

て解説



共働きの会社員で、配偶者は共働きで⾮扶養、⼦供2⼈を⾃分が扶養家族にしているAさん

の場合で⼿取り額を計算してみましょう。

まず、Aさんは扶養家族が2⼈いるため、本⼈分と合わせて、所得税が3万円∕⼈×3⼈＝9万

円、住⺠税が1万円∕⼈×3⼈＝3万円、合わせて12万円が定額減税額として減税されます。

Aさんの配偶者は、本⼈分だけが対象になりますので、所得税が3万円、住⺠税が1万円減税

されます。

Aさんの⼿取額

Aさんは、6⽉に給与が50万円、賞与が100万円⽀給されました。給与が先に⽀給されるとす

ると、まず先に⽀給される給与から減税が⾏われます。

■ 給与    50万円

■ 社会保険料 7.5万円

■ 所得税   0万円（本来は1.2万円、定額減税により0円）

■ 住⺠税   0円

■ 差引⽀給額 42.5万円

Aさんの定額減税の減税上限額は9万円のため、1.2万円の減税を受けて減税の残額が7.8万円

になります。

次に賞与が⽀給され、減税が⾏われます。

■ 給与    100万円

■ 社会保険料 8.4万円

■ 所得税   0万円（本来は5.8万円、定額減税により0円）

■ 住⺠税   0円

■ 差引⽀給額 91.6万円

https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/21488/
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Aさんの定額減税の残額が7.8万円のため、5.8万円の減税を受けて減税の残額が2.0万円にな

ります。この2万円は、この後の7⽉以降に⽀給される給与または賞与の先に控除される所得

税から順番に減税されます。

住⺠税については、6⽉分の納税額は徴収されないため0円です。7⽉からは、3万円の定額

減税を反映させた年間の納税額を7⽉から翌年5⽉までの11ヶ⽉に分割して納税することに

なります。

Aさんの配偶者の⼿取額

Aさんの配偶者は、給与が20万円⽀給されました。

■ 給与    20万円

■ 社会保険料 3.1万円

■ 所得税   0万円（本来は0.4万円、定額減税により0円）

■ 住⺠税   0円

■ 差引⽀給額 16.9万円

Aさんの定額減税の所得税の減税上限額は3万円のため、0.4万円の減税を受けて減税の残額

が2.6万円になります。この2.6万円は、7⽉以降に⽀給される給与控除される所得税から順

番に減税されます。

住⺠税については、6⽉分の納税額は徴収されないため0円です。7⽉からは、3万円の定額

減税を反映させた年間の納税額を7⽉から翌年5⽉までの11ヶ⽉に分割して納税することに

なります。

共働きにおいて定額減税で注意するポイント



ここでは、共働きの夫婦が定額減税を受けるうえで、注意すべきポイントについて⾒ていき

ます。

配偶者が死亡した場合

共働きだった配偶者が令和6年中に死亡した場合、配偶者の死亡した⽇の状況が同⼀⽣計配

偶者と判定されるのであれば、定額減税の計算に含めることになっています。

定額減税は、令和6年6⽉1⽇時点での扶養家族の状況で判定することになっています。ただ

し、令和6年6⽉1⽇よりも前に配偶者が死亡していた場合でも、配偶者の死亡⽇で判断しま

す。

夫もしくは妻が他の所得者の扶養親族の場合

夫もしくは妻が他の所得者（妻もしくは夫）の扶養親族である場合、扶養親族でないほうの

妻もしくは夫は、⾃⾝の給与から定額減税を受けとります。⼀⽅、扶養親族である夫もしく

は妻は、扶養親族でないほうの妻もしくは夫の給与から定額減税を受けとることになりま

す。

つまり、夫もしくは妻が配偶者の扶養親族の場合、扶養している配偶者は本⼈の給与から、

扶養されている配偶者は扶養している配偶者の給与から定額減税を受け取る仕組みです。

⼦供が他の所得者の扶養親族の場合

夫婦が共働きの場合、同じ世帯でどちらが⼦供を扶養親族にするかという問題が発⽣しま

す。このような場合は、どちらの扶養親族にするかを決めて扶養控除等申告書を提出して、

扶養親族にしたほうの給与で定額減税を⾏います。



扶養親族にしなかったほうの⼈は、扶養控除等申告書のD欄「他の所得者が控除を受ける扶

養親族等」に⽒名や続柄、⽣年⽉⽇など、必要事項を記⼊すると分かりやすいでしょう。

共働きの場合も定額減税の対象者を正しく判断しましょう

定額減税は制度の内容が難しい点があります。しかし、同⼀⽣計配偶者や扶養親族にあたる

⼈数を正しく判断できれば正確な⼿続きを⾏うことが可能です。

共働きの場合においても同様で、同⼀⽣計配偶者にあたるかどうかが重要です。⼿続きを⾏

う際には、きちんと確認して間違えないようにしましょう。


